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番号 議案番号 件                         名 

１ 議案第１号 令和２年度網走市一般会計補正予算 

２ 議案第２号 
網走市常勤の特別職に属する職員の給与に関する条例の特例に 

関する条例の一部を改正する条例制定について 

 



議案第１号 

 

令和２年度網走市一般会計補正予算 

 

 令和２年度網走市の一般会計補正予算（第２号）は、次に定めるところに

よる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ 3,600,020千円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 27,084,538千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに

補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

  令和２年５月１日提出 

 

                                       網走市長  水 谷 洋 一 





議案第２号 

網走市常勤の特別職に属する職員の給与に関する条例の特例に 

関する条例の一部を改正する条例制定について 

 網走市常勤の特別職に属する職員の給与に関する条例の特例に関する

条例の一部を改正する条例を次のとおり定める。 

  令和２年５月１日提出 

網走市長 水  谷  洋  一 

網走市常勤の特別職に属する職員の給与に関する条例の特例に関する条例の一部を

改正する条例

 網走市常勤の特別職に属する職員の給与に関する条例の特例に関する条例（平成11年条例

第16号）の一部を次のように改正する。 

 第３条中「平成26年12月分から平成30年11月分まで」を「令和２年５月分から令和３年３月

分まで」に改め、同条第１号中「760,000円」を「855,000円」に改め、同条第２号中「684,000円」

を「722,000円」に改め、同条第３号中「611,800円」を「631,750円」に改める。 

附則第２項の次に次の１項を加える。 

（令和２年５月に支給する給料月額の特例措置） 

３ 令和２年５月分に限り、第３条第１号中「855,000円」とあるのは、「570,000円」と読み

替えるものとする。 

附 則 

この条例は、令和２年５月１日から施行する。 
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